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諮問庁：経済産業大臣 

諮問日：平成２８年４月１２日（平成２８年（行情）諮問第３０３号ないし同

第３０５号） 

答申日：平成２９年３月１日（平成２８年度（行情）答申第７６２号ないし同

第７６４号） 

事件名：行政文書ファイル「火薬類取締法告示 平成１９年度模型ロケットの

点火具に用いる火薬類」として保存されている文書の一部開示決定

に関する件 

    行政文書ファイル「火薬類取締法施行規則 平成７年○模型ロケット

基準改正」として保存されている文書の一部開示決定に関する件 

    行政文書ファイル「平成７年度 火薬類取締法公聴会（模型ロケッ

ト）」として保存されている文書の一部開示決定に関する件 

     

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

行政文書ファイル「火薬類取締法告示 平成１９年度模型ロケットの点

火具に用いる火薬類」（以下「ファイル１」という。），「火薬類取締法

施行規則 平成７年○模型ロケット基準改正」（以下「ファイル２」とい

う。）及び「平成７年度 火薬類取締法公聴会（模型ロケット）」（以下

「ファイル３」という。）に保存されている情報全て（以下「本件対象文

書」という。）につき，その一部を不開示とした各決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年１１月１９日付け２０１５

１０２０公開経第１号ないし同第３号により経済産業大臣（以下「処分

庁」又は「諮問庁」という。）が行った各一部開示決定（以下，併せて

「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

 （１）異議申立書 

 ファイル１ないしファイル３にて保存されている情報の全てを開示請

求したが，全ての情報が開示されていない。 

また，開示対象となる文書一覧として，全て開示あるいは一部分が不

開示となった文書が示され開示処分となっているが，全て不開示となっ

た文書については何も言及されないまま不開示の処分となっている。 

たとえば，ファイル２の文書２３ないし文書２７が突然出てくるのは
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不自然である。どのようにしてこれらの文書が到達したのかの経緯が分

かる情報が全く開示されていない。よって情報公開・個人情報保護審査

会での審査を受けたい。 

さらに，公聴会はカセットテープ録音されていた。カセットテープが

開示されないのは不当な処分である。速記をする職員がいないので，陳

述人の長時間の陳述内容を間違いなく聴取するのにはカセットテープで

録音しなければならない。公聴会での陳述内容がどのようになったのか

の経緯が分かる情報が何も開示されていない。公聴会での陳述内容につ

いて，「がん具煙火安全基準作成審議報告書」に報告された内容と全く

異なる内容で，議長が反論した部分が開示されていない。 

（２）意見書（諮問第３０５号） 

    本件では，公聴会に関して保存されている行政文書の開示請求を行っ

ている。どうして公聴した内容についての全てが分かる資料が全く含ま

れていないのかよく分からない。ファイル３とは別に保存されているの

だろうか。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 原処分及びその理由 

   処分庁は，本件対象文書の開示請求に対し，各ファイルに保存されてい

る別紙１ないし別紙３を特定し，法５条１号及び２号イ並びに６号柱書き

に該当する部分を除いて開示する旨の原処分を行った。 

２ 異議申立人の主張についての検討 

 （１）本件対象文書の不開示部分について 

ア ファイル１ 

当該ファイルには，別紙１のとおり，平成７年通商産業省告示第５

７８号（模型ロケット並びに模型ロケットに用いられる噴射推進器

及び点火具を定める件）の改正に係る１２文書が保存されている。 

文書１０の個人名等については個人に関する情報であり，特定の個

人が識別できるものであり，法５条１号に該当するため不開示とし

たことは妥当である。 

文書８及び文書１１の法人の印影については，これを開示すると，

偽造されるおそれがある等当該法人の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるものであり，法５条２号イに該当す

るため不開示としたことは妥当である。 

文書１０及び文書１１のＡ社製点火具に用いられている火薬量，Ｂ

社製推進薬の配合比及び延時薬に用いられている成分名，点火具に

用いられている非公開の火薬量については，一般に公開されていな

い情報であり，公にすると競合他社に模倣されるおそれがある等当

該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ
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り，法５条２号イに該当するとして不開示としたことは妥当である。 

文書３及び文書８の職員用メールアドレス，個人用内線番号，職員

のＩＤ，専門家（大学，独法）のメールアドレス等については，公

にすると，各職員等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから，法５条６号に該当するため不開示としたことは妥当で

ある。 

   イ ファイル２ 

当該ファイルには，別紙２のとおり，平成７年度の模型ロケットの

基準改正に関する火薬類取締法施行規則の一部改正に伴う解釈運用

について（平成７年１１月１５日付け７立局５００号）の制定及び

火薬類取締法施行規則の一部改正省令及び告示の制定並びにその省

令改正のための意見聴取会の実施に係る２７文書が保存されている。 

文書１０ないし文書１４の個人名等については，個人に関する情報

であり，特定の個人が識別できるものであり，法５条１号に該当す

るため不開示としたことは妥当である。 

文書２４ないし文書２７の法人の印影については，これを開示する

と，偽造されるおそれがある等当該法人の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるものであり，法５条２号イに該

当するため不開示としたことは妥当である。 

ウ ファイル３ 

当該ファイルには，別紙３のとおり，特定年月日に火薬類取締法施

行規則の一部改正に際して実施した火薬類取締法第５３条に基づく

公聴会の開催に係る１０文書が保存されている。 

文書１，文書３及び文書５の個人名等については個人に関する情報

であり，特定の個人が識別できるものであり，法５条１号に該当す

るため不開示としたことは妥当である。 

 （２）本件対象文書以外に本件請求文書が存在しないことについて 

ファイル１ないしファイル３にて保存されていた行政文書については，

別紙１ないし別紙３が全てであり，不開示とした行政文書は存在しない。 

なお，異議申立人が指摘するファイル２の文書２３ないし文書２７の

特定ＮＰＯ法人から提出された文書については，文書１８の１．経緯に

あるとおり，当該火薬類取締法施行規則の一部改正は同法人からの規制

緩和の要望を踏まえて行われたものであり，改正の適否を判断する上で

参考とした文書として保存されたものである。 

よって，本件対象文書以外の全て不開示とした行政文書が，理由も言

及されないまま不開示となっているとの主張は認められない。 

３ 結論 

以上のとおり，本件異議申立てについては何ら理由がなく，原処分の正
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当性を覆すものではない。 

   したがって，本件異議申立てについては，棄却することとしたい。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２８年（行

情）諮問第３０３号ないし同第３０５号を併合し，調査審議を行った。 

① 平成２８年４月１２日   諮問の受理（平成２８年（行情）諮問

第３０３号ないし同第３０５号） 

② 同日            諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年５月９日       審議（同上） 

④ 同年７月５日      異議申立人から意見書（平成２８年 

（行情）諮問第３０５号）を収受 

⑤ 同年１２月１６日     本件対象文書の見分及び審議（平成２

８年（行情）諮問第３０３号ないし同第

３０５号） 

⑥ 平成２９年１月２０日   審議（同上） 

⑦ 同年２月２７日      平成２８年（行情）諮問第３０３号な

いし同第３０５号の併合及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件開示請求は，異議申立人が電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）行政

文書ファイル管理簿において検索したファイル１ないしファイル３に保存

されている全ての文書の開示を求めるものである。 

  処分庁は，各ファイルにつづられている全ての文書（別紙１ないし別紙

３）を特定し，その一部を法５条１号，２号イ及び６号柱書きに該当する

として一部開示とする原処分を行った。 

異議申立人は，不開示部分の開示と，全部を不開示とした文書の存在に

ついての言及を求めており，諮問庁は原処分を妥当としていることから，

以下，本件対象文書の見分結果に基づき，不開示情報該当性について検討

する。 

２ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（１）ファイル１ 

ア 当該ファイルにつづられている文書は，別紙１のとおりであり，全

部を不開示とした文書は存在しない。 

イ 文書３及び文書８の不開示部分には，経済産業省職員のメールアド

レス及びユーザーＩＤ，独立行政法人等の電話番号及びＦＡＸ番号等

が記載されている。当該情報は，一般に公開されておらず，これを公

にすることにより，いたずらや偽計等に使用されるなど，国の機関及

び独立行政法人等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると
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認められるので，法５条６号柱書きに該当し，不開示としたことは妥

当である。 

ウ 文書９ないし文書１１の不開示部分のうち法人の印影は，真正な文

書であることを示す機能を有しており，これを公にすることにより，

偽造され悪用されるなどして，法人の権利その他正当な利益を害する

おそれがあると認められるので，法５条２号イに該当し，不開示とし

たことは妥当である。 

エ 文書１０の２枚目の不開示部分のうち火薬量を除く部分には，Ａ社

及び特定ＮＰＯ法人の個人名及びメールアドレスが記載されている。

当該部分は，法５条１号の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるもの，又は公にすることにより，なお個人の権

利利益を害するおそれがあるものに該当し，同号ただし書イないしハ

に該当する事情も認められない。そして，当該部分のうち同号本文前

段に該当する部分については，個人識別部分であることから，法６条

２項による部分開示の余地はない。したがって，当該部分については，

不開示とすることが妥当である。 

オ 文書１０の不開示部分のうち，印影，個人名及びメールアドレスを

除く部分には，Ａ社製点火具に用いられている火薬量が記載されてお

り，また，文書１１の２枚目及び３枚目の不開示部分には，Ｂ社製推

進薬の配合比及び延時薬に用いられている成分名，点火具に用いられ

ている火薬量が記載されている。当該部分が公になると，当該法人の

業務上のノウハウ等が競業他社等に模倣されるなど，当該法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるの

で，法５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

 （２）ファイル２ 

ア 当該ファイルにつづられている文書は，別紙２のとおりであり，全

部を不開示とした文書は存在しない。 

イ 文書１０，文書１１，文書１２の１枚目の４行目，文書１３及び文

書１４の不開示部分には，公聴会における陳述人の氏名，住所及び電

話番号等が記載されており，文書１２の７枚目，１０枚目及び１４枚

目の不開示部分は，文書作成者の署名である。当該部分は，法５条１

号本文前段の個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当し，同号ただし書イないしハに該当する事情も認

められず，当該部分は個人識別情報であり，法６条２項による部分開

示の余地はないことから，不開示とすることが妥当である。 

ウ 文書１２の１枚目の最終行の不開示部分には，その他の添付資料２

の書類名が記載されており，２４枚目の当該書類は全て不開示とされ

ている。 



 

 6 

文書１２の２４枚目の当該書類の不開示部分のうち，氏名，所属，

住所，電話及びＦＡＸ番号は，法５条１号本文前段の個人に関する

情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，

同号ただし書イないしハに該当する事情も認められず，当該部分は

個人識別情報であり，法６条２項による部分開示の余地はないこと

から，不開示とすることが妥当である。 

また，文書１２の１枚目の最終行の不開示部分及び当該書類の不開

示部分のうち，氏名，所属，住所，電話及びＦＡＸ番号を除く部分

は，特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより

なお個人の権利利益を害するおそれがあると認められることから，

法５条１号本文後段に該当し，同号ただし書イないしハに該当せず，

不開示とすることが妥当である。 

エ 文書２４ないし文書２７の不開示部分は法人の印影であり，真正な

文書であることを示す機能を有しており，これを公にすると，偽造さ

れ悪用されるなどして，法人の権利その他正当な利益を害するおそれ

があると認められるので，法５条２号イに該当し，不開示としたこと

は妥当である。 

（３）ファイル３ 

ア 当該ファイルにつづられている文書は，別紙３のとおりであり，全

部を不開示とした文書は存在しない。 

イ 文書１，文書３及び文書５の１枚目の４行目の不開示部分には，公

聴会における陳述人の氏名，住所及び電話番号等が記載されており，

文書５の７枚目，１０枚目及び１４枚目の不開示部分は，文書作成者

の署名である。当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，同号た

だし書イないしハに該当する事情も認められず，当該部分は個人識別

情報であり，法６条２項による部分開示の余地はないことから，不開

示とすることが妥当である。 

ウ 文書５の１枚目の最終行の不開示部分には，その他の添付資料２の

書類名が記載されており，２４枚目の当該書類は全て不開示とされて

いる。 

文書５の２４枚目の当該書類の不開示部分のうち，氏名，所属，住

所，電話及びＦＡＸ番号は，法５条１号本文前段の個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，同

号ただし書イないしハに該当する事情も認められず，当該部分は個

人識別情報であり，法６条２項による部分開示の余地はないことか

ら，不開示とすることが妥当である。 

また，文書５の１枚目の最終行の不開示部分及び当該書類の不開示
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部分のうち，氏名，所属，住所，電話及びＦＡＸ番号を除く部分は，

特定の個人を識別することはできないが，公にすることによりなお

個人の権利利益を害するおそれがあると認められることから，法５

条１号本文後段に該当し，同号ただし書イないしハに該当せず，不

開示とすることが妥当である。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件各一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号

イ及び６号柱書きに該当するとして不開示とした各決定については，不

開示とされた部分は同条１号，２号イ及び６号柱書きに該当すると認め

られるので，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙１（ファイル１） 

 

文書１  特定年月日付け官報の抜粋 

文書２  模型ロケットの点火具に用いる火薬類の取扱いについて（起案文

書） 

文書３  意見募集関連資料 

文書４  平成７年通商産業省告示第５７８号（模型ロケット並びに模型ロケ

ットに用いられる噴射推進器及び点火具を定める件）の改正につい

て（平成１９年３月原子力安全・保安院保安課） 

文書５  模型ロケットの点火具に用いる火薬類の取扱について（平成１８年

１０月原子力安全・保安院保安課） 

文書６  模型ロケット用の点火薬に用いられる火薬について（平成１８年１

０月原子力安全・保安院保安課） 

文書７  模型ロケットの点火具に用いる火薬類の取扱について（平成１８年

９月原子力安全・保安院保安課） 

文書８  メール（模型ロケットの点火具について専門家への確認） 

文書９  火薬類取締法省令一部改正について（特定ＮＰＯ法人） 

文書１０ Ａ社製点火具の法的地位について（メモ）（特定ＮＰＯ法人） 

文書１１ Ｂ社製点火具の法的地位について（メモ）（特定ＮＰＯ法人） 

文書１２ 模型ロケットに用いる点火具に係る火薬類取締法上の手続の不備に

ついて（平成１８年７月５日原子力安全・保安院） 
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別紙２（ファイル２） 

 

文書１  通産省公報（特定年月日） 

文書２  通産省公報（特定年月日） 

文書３  火薬類取締法施行規則の一部改正に伴う解釈運用の通産省公報掲載

について（起案文書） 

文書４  がん具煙火となる模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いについ

て（平成７年１１月１５日付け７立局第４９９号） 

文書５  文書４の起案文書 

文書６  火薬類取締法施行規則の一部改正に伴う解釈運用について（平成７

年１１月１５日付け７立局第５００号） 

文書７  文書６の起案文書 

文書８  特定年月日付け官報の抜粋 

文書９  火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令の制定及び当該制定に

伴う告示について（７立第１５７０号起案文書） 

文書１０ 公聴会議事録 

文書１１ 公聴会議事次第 

文書１２ 陳述人による補足資料 

文書１３ 公聴会の意見陳述人の指定について（平成７年７月２０日付け７立

第１２５０号） 

文書１４ 文書１３の起案文書 

文書１５ 特定年月日付け官報の抜粋 

文書１６ 指名書（７立第１２５０号） 

文書１７ 文書１５及び文書１６の起案文書 

文書１８ 火薬類取締法施行規則の改正（模型ロケットに係る規制の緩和）に

ついて（Ｈ７．６．２８付け環立局保安課） 

文書１９ モデルロケットについて（平成５年１０月２６日付け環立局保安

課） 

文書２０ モデルロケット説明資料（平成７年６月火薬班） 

文書２１ がん具煙火安全基準作成審議報告書（平成５年３月特定社団法人） 

文書２２ がん具煙火安全基準作成審議報告書（平成６年３月特定社団法人） 

文書２３ 各国のモデルロケットに関する法規制及び自主規制について（１９

９４年１２月１２日付け特定ＮＰＯ法人） 

文書２４ モデルロケットモーターの重ね式・束ね式の限界について（平成６

年１１月１０日付け特定ＮＰＯ法人） 

文書２５ モデルロケットモーターの重ね式・束ね式の限界について（平成６

年１１月１４日付け特定ＮＰＯ法人） 

文書２６ モデルロケット（モーター）エンジンの子供のいたずらに関して
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（平成６年１１月１０付け特定ＮＰＯ法人） 

文書２７ 多段式モデルロケット用エンジンの構造と火薬量について（平成６

年８月付け特定ＮＰＯ法人） 
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別紙３（ファイル３） 

 

文書１  別紙２の文書１４と同文書 

文書２  別紙２の文書１７（１２枚目を除く）と同文書 

文書３  別紙２の文書１１及び文書１６と同文書並びに陳述申出書等 

文書４  別紙２の文書１５の２枚目と同文書 

文書５  別紙２の文書１２と同文書 

文書６  別紙２の文書４と同文書 

文書７  別紙２の文書６と同文書 

文書８  別紙２の文書１の１枚目，４枚目及び５枚目と同文書 

文書９  別紙２の文書２の１枚目及び２２枚目と同文書 

文書１０ 別紙２の文書８と同文書 

 

 


